
令和４年度 第１回京都市産業廃棄物資源循環推進会議 次第 

 

令和４年７月１５日（金）午前１０時 

オンライン会議 

 

 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

 ⑴ 産業廃棄物処理指導に係る令和３年度の取組結果について 

 ⑵ その他 

 

３ 閉会 

 

 

 

○ 会議資料 

  資料１ 産業廃棄物処理指導に係る令和３年度の取組結果について 

   別紙１ ＰＣＢ説明資料 

   別紙２ 令和３年度ＳＤＧｓ実現推進事業 事業報告書 

   別紙３ 「いち、に、さんぱい！」動画周知チラシ 

  資料２ 補足資料（制度、施策等の概要） 

  資料３ 産業廃棄物処理指導に係る令和４年度の取組の進捗について（中間報告） 

   別紙４ プラスチックに係る資源循環の促進に向けた取組に関するチェックシート  

   別紙５ エコツアー周知チラシ 
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 産業廃棄物処理指導に係る令和３年度の取組結果について  

 
１ 排出事業者に対する取組 

 ⑴ 排出事業者に対する指導・啓発 

  ア 立入指導 
   (ア) 多量排出事業場【補１】 

     事業活動に伴い多量の（特別管理）産業廃棄物を生ずる事業場（注）に対

し、立入指導を実施した。令和３年度の立入指導を実施するに当たっては、

法令に基づき排出事業者から提出させる普通産業廃棄物の処理計画書及び

処理計画実施状況報告書による報告状況等において指導事項等が特に見ら

れた事業場を選定した。 

    注 前年度の産業廃棄物の発生量が１，０００トン／年（特別管理産業廃棄物において

は５０トン／年）以上の事業場（廃掃法施行令第６条の３及び第６条の７）。 

   (イ) 産廃チェック制度【補２】において「産廃処理・３Ｒ優良事業場」の認定 

    申請のあった事業場 1-8 

     産廃処理・３Ｒ優良事業場の認定に係る申請があった１８事業場に対し、

チェックシートによる自己チェックの結果（廃掃法の保管基準、委託基準及

びマニフェスト等の遵守の状況）が適正であるかについて確認するため、立

入指導を実施した。 

   (ウ) 建設リサイクル法に基づく届出のあった建設工事の現場【補３】 

   (エ) 地下工作物の存置に係る届出のあった現場【補４】 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

多量排出事業場  4  4  3 

産廃処理・３Ｒ優良事業場認定申請事業場 10 10 18 

建設リサイクル法届出現場 55 47 41 

地下工作物存置届出現場 37 29 29 

  イ 産業廃棄物の不法投棄等の抑止・指導等 2-1  1-6  
   (ア) 産業廃棄物の事業場外保管に係る届出の指導及び保管用地【補５】の監視 

   (イ) 重点監視地域【補６】に対する定期的なパトロールの実施 

   (ウ) 大岩街道周辺地域【補７】での監視パトロール、立入指導等の実施 

   (エ) 関係機関との連携による路上検問の実施 

     実 施 日：令和３年１０月１１日（月） 

     実施場所：滋賀県大津市石山南郷町地先 国道４２２号線「立木観音」駐車場 

     参加主体：滋賀県、大津市、京都府、京都市、滋賀県大津警察署 等 

     実施結果：口頭指導 ３件 

          ・産業廃棄物運搬車両表示義務違反の車両 ２台 

          ・産業廃棄物管理票の記載不備の車両 １台 

補足資料の番号 

資料１ 
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   (オ) クリーンセンターにおける搬入ごみ検査【補８】 

   (カ) 不適正処理に対する指導等 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

保管用地 

届出件数 2 2 3 

廃止件数 0 1 0 

累積届出件数 46 47 50 

重点監視地域パトロール回数 週 1～4 回 週 1～4 回 週 1～4 回 

大岩街道 

周辺地域 

対策 

監視パトロール回数（注１） 週  7 回 週  7 回 週  6 回 

立入指導件数  13  12  12 

一斉立入指導回数   1   1   1 

路上検問回数   2   1   1 

クリーンセンター 

搬入ごみ検査 

実施回数 163 149 141 

検査件数（台数） 370 285 353 

指導件数（注２） 191 245 310 

不適正処理事案への指導件数  93 119 129 

注１ 監視パトロールは、委託業者による監視（平日早朝及び休日を含む。）を含む。 

 ２ 指導件数は、一般廃棄物収集運搬業者に対する事後指導件数及び持ち込みごみ搬入者への持

ち帰り指導件数の合計。なお、指導件数には、産業廃棄物関係以外の指導（一般廃棄物の搬入

不適物等）も含む。 

  ウ ＰＣＢ廃棄物の適正保管及び適正処理の指導 2-2  
    令和３年度以降の動向について、別紙１のとおり。 

  オ 少量排出事業場に対する指導・啓発 1-6  
   (ア) クリーンセンターにおける搬入ごみ検査及び検査結果に基づく指導・啓発 

     クリーンセンターにおける搬入ごみ検査の結果、産業廃棄物やリサイクル

可能な紙ごみ（一般廃棄物）などの分別が不十分であった排出事業場に対し、

一般廃棄物の収集運搬業者を通じて訪問や電話による啓発を行うとともに、

本市職員による立入指導等を実施した。 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

立入指導件数 411 401 315 

注１ 排出事業者への立入指導等（電話で指導したものも含む。）の件数であり、搬入ごみ検査

における搬入者への指導件数（上記イ(ｶ)）とは一致しない。 

 ２ 立入指導は、事業場の規模の大小に関わらず実施しており、対象は少量排出事業場に限ら

れない。 

   (イ) 事業ごみ減量ニュースレター「ごみゅにけーしょん」の発行 

     事業ごみの排出ルールに関する知識やごみの減量・再資源化の必要性及び

その方法、優良事例などを分かりやすく紹介するニュースレターを作成し、

各種業界団体を通じて排出事業者等に配布した。 
発行年月（号数） 主な内容 発行部数 

令和３年９月（43 号） 食品ロスの削減 30,000 部 

令和４年１月（44 号） ごみの分別の徹底 30,000 部 

令和４年３月（45 号） バイオマスプラスチックのススメ 30,000 部 
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 ⑵ 排出事業者による自主的な取組の促進 （共通）1-1  1-2  1-3  

  ア 産廃チェック制度の実施 1-8  
    排出事業者の自己点検及び改善を支援するとともに、優良な事業場を認定す

ることにより、産業廃棄物の適正処理及び３Ｒの推進に向けた排出事業者の意

識の向上を図るための制度（産廃チェック制度）を引き続き実施した。 
 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

優良事業場認定申請 

件数（認定件数） 

10 

（10） 

10 

（10） 

18 

（15） 

  イ プラスチックの資源循環に係る良好事例の紹介 1-8  
    市内の排出事業者による、廃プラスチック類の分別やマテリアルリサイクル

等の良好事例を、京都市公式 YouTube チャンネル「きょうと動画情報館」で紹

介した。 
紹介事業者 取組概要 公開日 視聴回数 

（株）グラフィック 

（印刷通販会社） 

従来は廃棄していたプラスチック

製の業務用インキカートリッジの

インキ付着部分を分離するための

破砕機を開発・導入し、同カート

リッジの大部分を再資源化してい

る。 

令和４年 

３月３０日 

３６６回 

（令和４年６月 
３０日時点） 

   （参考）URL  https://www.youtube.com/watch?v=CLIrFk6MvL8 

 ⑶ 排出事業者に対する情報提供等（SDGs 実現推進事業） 1-1  1-2  1-3  1-7  1-10  
    廃プラスチックの資源循環推進をテーマに、排出事業者、処理業者及びリサ

イクル業者が更なるリサイクルの推進等に取り組む契機となるよう、リサイク

ルの最新動向や先進事例を紹介したうえで、各事業主体の連携・協働の在り方

について意見交換を行うセミナーを実施した（詳細は別紙２参照。）。 
  〇 開催内容 

イベント名 廃プラスチック資源循環のこれからを考えるセミナー 

～循環型社会の構築に向けた事業者間の連携・協働を目指して～ 

実施形態 オンライン（Ｗｅｂミーティング） 

開催日時 令和４年２月９日（水） 午後２時～午後５時 

参加者 排出事業者：１３名   処理事業者等：１３名 

プログラム ○ 講演 

 「プラスチック類の資源循環利用の最新動向」 

 （一般社団法人プラスチック循環利用協会 冨田 斉 氏） 

○ 排出事業者と処理業者による廃プラスチックの資源循環に 

 関する取組事例紹介 

 ・事例① 

  「廃プラスチックガス化ケミカルリサイクルの実践例と展望」

  （日揮ホールディングス株式会社） 

 ・事例② 

https://www.youtube.com/watch?v=CLIrFk6MvL8
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  「サプライチェーンとの協働による廃プラスチック分別 

   回収システムの紹介 ―IoT を利用したシステムの構築― 」 

  （株式会社島津製作所） 

○ ワークショップ 

  ○ アンケート結果 
    開催後のアンケートでは、８割の方が、「有意義であった」、「やや有意義であ

った」と回答し、自由意見では、「排出事業者、処理業者等のそれぞれの立場の

課題や状況を理解することが大切」という趣旨の意見が最も多く見られた。 

 ⑷ 下水汚泥のリサイクルの推進 1-5  
   本市の下水道事業で発生する下水汚泥の約半分を、下水汚泥固化燃料施設 

【補９】において燃料化することにより、石炭の代替燃料として火力発電所等にお

いて有効に利用するリサイクルを実施している。本施設の稼働により、これまで

ほぼ全量を焼却処理していた下水汚泥の焼却量を減少させ、温室効果ガスの削減

にも貢献している。 

  ○ 下水汚泥の処理状況                  （単位：トン） 
 令和２年度 令和３年度 

焼却 96,756（99.0％） 56,137（53.0％） 

固形燃料化 ― 49,491（46.7％） 

セメント原料 998（ 1.0％） 198（ 0.2％） 

合計 

（下水汚泥排出量）
97,754 105,826 

 
２ 産業廃棄物処理業者に対する取組 

 ⑴ 産業廃棄物処理業者に対する指導・啓発等 
  (ア) 産業廃棄物処理施設への定期的な立入検査 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

中間処理・積替保管施設 
53 件/全 87 件 

（延べ 68回） 

42 件/全 86 件 

（延べ 48回） 

36 件/全 86 件 

（延べ 44回） 

自己処理施設 1 件 2 件 1 件 

ダイオキシン類の行政検査 2 件 2 件 2 件 

法に基づく定期検査 ― ― 1 件 

  (イ) 違反行為に対する厳正かつ迅速な指導及び処分 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

業許可 
取消し ― ― ― 

停止命令 1 件（注１） 1 件（注２） 1 件（注３） 

施設設置 

許可 

停止・改善命令 ― ― ― 

取消し ― ― ― 

   注１ マニフェストの不交付受託による事業停止命令（２０日） 
    ２ 無許可の事業範囲の変更による事業停止命令（３０日） 
    ３ マニフェストの不交付受託及び虚偽報告による事業停止命令（３０日） 
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  (ウ) 優良産廃処理業者認定制度の運用 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

優良認定処理業者数 

（認定件数） 

（令和３年度末時点） 

19 者（33 件） 19 者（34 件） 18 者（32 件） 

 ⑵ 処理業に関する環境整備（新素材のリサイクルの推進） 1-7  
   将来的な大量廃棄が見込まれる使用済み太陽光パネルを始めとした新素材・新

製品に関し、低コストでリサイクル処理可能な技術の開発を推進するための支援

について、全国都市清掃会議を通じて国に対し要望した。 
 
３ 市民に対する取組 
  産業廃棄物の処理の重要性に対する市民の理解の促進や、産業廃棄物処理業及び

産業廃棄物処理施設に対する市民のイメージの向上を図るための啓発を行った。 
 ⑴ さんぱい施設見学会（エコバスツアー）【中止】 3-2  
 ⑵ （公社）京都府産業資源循環協会と連携した市民向け啓発 3-2 （別紙３参照）  

 

 さんぱい施設見学会 

（エコバスツアー） 

（公社）京都府産業資源循環協会 

と連携した市民向け啓発 

令和元年度 
３回 

（７～８月。延べ８７名参加） 
環境フォーラムきょうと（中止）

令和２年度 （中止） 
産廃クイズサイトの開設 

（令和３年３月～） 

令和３年度 （中止） 

小学生向け啓発動画の作成 

（令和４年４月公開） 

※ 視聴回数：１，０８８回 
（令和４年６月３０日時点） 

 （参考）第１章「さんぱい」基本編    https://youtu.be/X0Ouyi1owGI 

     第２章「さんぱい」発生場所編  https://youtu.be/iKSfZ6nYbGA 

     第３章「さんぱい」ゆくえ編   https://youtu.be/59IpVV20wRU 

     第４章「さんぱい」分別編    https://youtu.be/JE_RiiYGV10 

     第５章「さんぱい」処分編    https://youtu.be/0Eop6QGRgr4 
 

https://youtu.be/X0Ouyi1owGI
https://youtu.be/iKSfZ6nYbGA
https://youtu.be/59IpVV20wRU
https://youtu.be/JE_RiiYGV10
https://youtu.be/0Eop6QGRgr4


ＰＣＢ廃棄物に係る令和３年度以降の動向について 

 

１ 高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理状況 
  ＰＣＢ特別措置法（注）による特例処分の期限日が令和４年３月末で終了したが、

想定を上回る量の高濃度のＰＣＢ廃棄物が発見されたため、環境省から各ＪＥＳＣ

Ｏ処理施設立地自治体（東京を除く。）に対して受入期間の延長が要請されていた。

令和４年４月、要請を受けた全立地自治体から受入再開の意向が示され、２年間程

度、受入期間が延長されることとなった。 
 注 ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の保管、処分等について必要な規制を行うとともに、

処理体制を速やかに整備しＰＣＢ廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するため、平成１３年

７月に施行。平成２８年８月には、期限内処理の義務付け等を追加した改正法が施行。 

 ⑴ トランス・コンデンサー等 
   本市が把握していた高濃度ＰＣＢ廃棄物については、令和３年度中に全数処分

済み。令和４年度に入ってからもコンデンサーが新たに数台確認されているが、

既にＪＥＳＣＯと連携して機器登録等の手続を進めており、支障なく処理を進め

られる見通し。 
 ⑵ 蛍光灯安定器等 
  ア 蛍光灯安定器等については、処理を行うＪＥＳＣＯ北九州ＰＣＢ処理事業所

の処理能力を大幅に上回る安定器が発見されていたことから、令和４年１月か

ら受入れを一時停止していた。同年４月末に、立地自治体である北九州市から

受入再開の意向が示されたことから、ＪＥＳＣＯ北九州ＰＣＢ処理事業所にお

いても同年６月以降、順次受入れを再開している。 

  イ 本市が令和３年１２月末までに把握していた高濃度ＰＣＢ廃棄物について

は、全数ＪＥＳＣＯと契約済み（処理については、うち約１４ｔについて上記

理由により令和４年度に持越し。）。 

    令和４年１月以降に把握した高濃度ＰＣＢ廃棄物（約１．５ｔ）については、

環境省に対して継続保管の届出を行っており、ＪＥＳＣＯ受入再開を受けて順

次契約等を進めている。 

   ◇ 京都市内に保管されている蛍光灯安定器等の状況（令和４年６月末時点） 

 安定器 小型電気機器 ウエス等・その他汚染物 

残数(kg) 
7,887 

(10,514) 

0 

(760) 

1,409 

(6,639) 
※ 括弧内は、令和３年１２月末時点の処理状況 

２ 今後の対応について 
  ＪＥＳＣＯの受入れが可能である期間内（令和５年度内の見通し）は、自主処理

を基本として、新規発見された高濃度ＰＣＢ廃棄物を保管する事業者への指導を行

っていく。 
  なお、行政代執行の要否の見極め等については、ＪＥＳＣＯの受入終了を想定し

つつ、環境省や他自治体等の対応状況を踏まえながら対応していく。 

別紙１ 



別紙２





































別紙３
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補足資料 

（制度、施策等の概要） 

 

１ 多量排出事業場 

  前年度の産業廃棄物の発生量が 1,000 トン以上（特別管理産業廃棄物にあっては

50 トン以上）である事業場（多量排出事業場）を設置している事業者（多量排出事

業者）は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画及びそ

の実施状況を、市長に提出、報告しなければならないこととされている。 

 根拠 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）第 12 条第 9項～第 11 項ほか 

 

２ 産廃チェック制度 

  産廃処理・３Ｒ等優良事業場認定制度。産業廃棄物の適正処理及び廃棄物の３Ｒ

推進に向けた意識の向上を図るため、恒常的に産業廃棄物を排出する事業場に対し

てチェックシートを配布し自己チェックを支援するとともに、優良な結果の事業場

を認定・公表する制度。 

 根拠 京都市産業廃棄物の適正処理の確保等に向けた自己点検の推進等に関する要綱 

 【制度の概要】 

  ① 本市が産業廃棄物の適正処理や３Ｒに係るチェックシートを配布し、各事業

場が自己チェックを行う。 

  ② 本市が申請のあった事業場の審査を行い、優良事業場を認定し、本市のホー

ムページ等で公表する。 

   ※ ３年度連続認定事業場は翌年度に表彰する（令和５年度からの制度変更を

検討中。）。 

 

３ 建設リサイクル法届出現場 

  建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）に基づく届

出のあったき建設工事等について、同法により再資源化が義務付けられている３品

目（木くず、コンリート塊及びアスファルト・コンクリート塊）のリサイクル等の

状況を確認するため、一部の工事現場への立入調査を実施している。 

 

４ 地下工作物存置届出現場 

  老朽化等により不要となった建築物や工作物を取り壊す場合、地下部分の工作物

についても産業廃棄物となるため、これを適正に処理しなければならないが、周辺

の生活環境の保全に支障が生ずるおそれがなく、かつ、撤去した場合に周辺地盤に

緩みが生じる場合など、残置することに一定の有用性が認められる工作物について

は、地下に残置することが認められる場合がある。 

  本市では、地下に工作物を残置しようとする工事業者からの届出を受け、残置に

よる生活環境保全上の支障の発生のおそれや残置の有用性について、対象となる工

事につき現場調査を行うなどして協議を行っている。 
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５ 産業廃棄物の事業場外保管に係る届出の指導及び保管用地の監視 

  産業廃棄物を生じた事業場以外の場所であって、面積が３００平方メートル以上

の保管に供する用地で産業廃棄物を保管する場合に、廃棄物処理法及び本市条例に

基づき、届出義務が課されている。 

  しかし、無届けでの事業場外保管や保管用地への廃棄物の過堆積等の違法行為も

散見されることから、必要な届出をするよう指導するとともに、保管用地の適正な

使用を徹底させるため、定期的に現場確認を実施している。 

 根拠 廃棄物処理法第１２条第３項ほか 

    京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例第３条以下 

 

６ 重点監視地域 

  市内の山間部においては、依然として産業廃棄物の不適正処理が行われている事

例が見受けられることから、市内全域の山間部に対するパトロールを月１～４回程

度の頻度で実施している。 

  また、山間部以外でも、不法投棄が頻発するなど、重点的に監視すべき地域につ

いても、定期的にパトロールを実施している。 

 

７ 大岩街道周辺地域 

  伏見区の大岩街道周辺地域では、過去に周辺地域の住民に対し直接的に被害を及

ぼすようなばい煙や悪臭、粉塵の発生などを伴う野外焼却などの悪質かつ重大な違

法行為が行われていたため、これらの問題の解決に向け、平成８年度以降、全庁的

な体制の下で対策に取り組んでいる。 

  全庁体制での監視の継続により、周辺地域に多大な悪影響を及ぼしていた大規模

な野外焼却は終息しているが、依然として廃棄物の違法堆積や小規模な野外焼却が

見られるなど、未解決の課題が残っているため、定期的な監視パトロール及び立入

指導を継続している。 

 

８ クリーンセンターにおける搬入ごみ検査 

  本市では、一般廃棄物の処理施設であるクリーンセンターへの不適切な廃棄物の

混入を防止するため、事業所などから排出された廃棄物の中に、プラスチック類な

どの産業廃棄物や、一般廃棄物のうちリサイクル可能な紙ごみなどが混入されてい

ないかどうか、搬入車両のごみの展開検査及び目視検査を随時実施している。 

  不適切な廃棄物が混入していることが判明した場合、搬入した収集運搬業者や事

業者等への持ち帰り指導等のほか、後日、当該廃棄物を排出した事業場に対し、収

集運搬業者を通じた啓発・指導や、本市職員による訪問等による直接指導を行い、

一般廃棄物、産業廃棄物及びリサイクルできるものの分別やごみの保管状況等を調

査して、事業者ごとの排出状況に応じた啓発・指導を行っている。 
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９ 下水汚泥固形燃料化施設 

  下水汚泥を蒸し焼きにし、下水汚泥に含まれる水分を蒸発させることにより、固

形燃料を生成する施設。当該施設において生成された固形燃料は、石炭の代替燃料

として火力発電所等において有効利用される。 

  市内の産業廃棄物の排出量の５割強を占める下水汚泥は、これまで、ほぼ全量を

焼却し、焼却灰として埋立処分を行っていたが、リサイクルの更なる推進を図るた

め、令和３年度から、鳥羽水環境保全センターにおいて下水汚泥固形燃料化施設を

稼働させ、本市において発生する下水汚泥のうち約半分の量を固形燃料化し、下水

道資源のリサイクルを促進するとともに、温室効果ガスの削減による地球温暖化の

抑止にも貢献している。 
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産業廃棄物処理指導に係る令和４年度の取組の進捗について 
（中間報告） 

 
１ 産廃チェック制度 
  産業廃棄物の適正処理と廃棄物の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を

より一層促進するため、本市が独自に作成したチェックシートにより排出事業者の

自己チェックを支援するとともに、優良な事業場を認定する制度。 
  令和４年度は、約１，３００事業場（前年度のマニフェスト交付枚数が２４枚（回）

以上のものうち、製造業など実施効果が高いと見込まれる事業場を抽出。）に対し

て案内を送付し、優良事業場の認定申請を９月末まで募集している。 
  チェックシートは５種類あり（以下⑴参照）、優良事業場認定に当たっては、実地

調査によりチェック内容との適合状況を確認している。 
  チェックシートや優良事業場認定申請書は、ホームページからダウンロード可能。 
 （参考）URL https://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/page/0000273444.html） 
 ⑴ チェックシートの種類 

  ア 基本シート、追加シート２種（該当事業場のみ） 
    廃棄物処理法に基づく適正処理の状況をチェックするためのシート。 
   【優良事業場の認定基準】 全項目への適合が必要 
  イ ３Ｒシート、プラシート 

    ３Ｒや環境負荷低減に向けた取組、プラスチック資源循環に向けた取組をチ

ェックするためのシート。 
   【優良事業場の認定基準】 各区分の１項目以上への該当が必要 
 ⑵ 今年度の主な改善・充実項目 

  ア チェックシートの項目の改善 

    趣旨・内容について視覚的に理解しやすいように改善するとともに、関連す

る本市のホームページへのリンクを併記するなどし、排出事業者による自主的

な改善を促しやすいようにした。 
  イ 新たなチェックシートの導入 

    「プラスチックに係る資源循環の促進に向けた取組に関するチェックシート

（通称：プラシート）」を新たに作成し、プラスチックの資源循環に向けた取組

を意識的に実施してもらうためのチェック項目を設けた（別紙４参照）。 
  ウ 情報提供の充実 

   ・ 案内文に、産業廃棄物の適正処理及び３Ｒに役立つ情報（廃棄物の適正処

理ガイドブック、本市ＨＰ、(一社)３Ｒ支援センターの紹介など）を追加 
   ・ 紙マニフェスト利用者に対し、ＪＷセンターによる電子マニフェスト導入

研修会の案内を同封 
 ⑶ スケジュール 

   ７月上旬   案内文及びパンフレットの発送、申請受付開始 
   ９月末    申請受付〆切 
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   ９～１２月  申請を受理した事業場の実地調査、認定審査 
   １～２月   認定事業場の決定、認定証の交付等 
 
２ 製造業向けアンケートの実施 
  製造業者（※）に対し、プラスチック資源循環促進法への対応状況や、廃プラス

チック類の排出、リサイクル等の現状、プラスチックの資源循環に向けた課題など

についてのアンケート調査を実施し、今後のプラスチック資源循環に係る施策の検

討に活用する。 
  アンケート調査の対象は、（公社）京都工業会の加盟企業を予定しており、現在、

秋頃のアンケート調査の実施に向けて、実施手法（Ｗｅｂアンケートを想定）、質問

項目等について検討、調整中。 
 ※ 製造業は、本市の廃プラスチック類の排出量に占める割合が高い業種であり、また、プラ

スチック資源循環促進法に基づく設計指針への対応や代替素材の利用など、プラスチックの

資源循環の促進に向けた広範な取組が期待される。 

 ⑴ 検討中の質問項目案 

  ○ プラスチック資源循環促進法に基づく設計指針への対応状況 
  ○ 製造事業者としての自主回収、再資源化事業への関心、意欲 
  ○ プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出抑制、再資源化等の取組状況 
  ○ 関係者との連携の状況 
  ○ (一社)３Ｒ支援センター事業への認知、関心 

  ○ 行政施策への期待 

  ○ 自社の取組の紹介、ＰＲ 
 ⑵ スケジュール 

   ６～ ８月  実施手法、アンケート項目の検討・調整 
   ９～１０月  アンケートの実施（Ｗｅｂアンケートを想定） 
  １１～ ２月  アンケート結果の取りまとめ・分析 
 
３ さんぱい施設見学会（エコツアー） 
  小中学生を対象とし、産業廃棄物の排出事業場及び産業廃棄物処理施設を見学し

てもらうことで、資源循環の仕組みについて学んでもらい、さらに産業廃棄物の処

理の重要性に対する理解の促進や市民のイメージの向上を図る。 
  今年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、オンラインにより

実施する（別紙５参照）。 
 ⑴ 見学先（オンライン中継先） 
  ア 排 出 事 業 場： キユーピー株式会社 神戸工場 
  イ 産業廃棄物処理施設： 株式会社京都環境保全公社 伏見環境保全センター 
 ⑵ スケジュール 
   ８月 ３日  エコツアー（１日目） 
   ８月 ８日  エコツアー（２日目） 
  終了後～１６日  参加者からの質問受付期間 
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